
 10万円（上限） ※１事業者１回限りの申請
・ 令和２年４月１日～12月31日の間に支出し
た費用の全額
・ デリバリーの燃料費・車両の減価償
却費は一律10,000円
・申請期限　令和３年１月29日(金）

甘楽町事業所感染防止対策甘楽町事業所感染防止対策
支援事業支援事業

新型コロナウイルス感染症対策

農林業を営む人も農林業を営む人も
対象です

事業者の皆さん　ご存知ですか？事業者の皆さん　ご存知ですか？

甘楽町持続化給付金甘楽町持続化給付金
　町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、１カ月間の売上が前年同月比
20％以上減少している事業者（農林業を含む）に給付金を給付しています。

最大20万円最大20万円

町内在住で、町内外問わず事業を営んでいる人および町内に主たる事業所を
有する中小企業もしくは個人事業者（農林業を含む）で、次の要件を全て満たす人
❶2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業継続の意
思があること

❷ 2020年１月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により前年同月比で事業
収入が20％以上減少した月があること

対象者対象者

・ 今年の減少月の売上を基準に12カ
月を掛け、2020年想定年間事業収
入とし、2019年年間事業収入と比
較し減少分を給付します。
・ 減少率50％以上の人で、国の持続
化給付金の対象となる場合は国への
申請の有無を問わず、事業収入に加
算して前年との比較を行います。

20万円（上限）

給付金額給付金額

● 給付額の決定方法 ●　給付額＝AーＥ　※円未満切り捨て
Ａ：2019年の年間事業収入
Ｂ：売上減少月の月間事業収入
Ｃ：2020年想定年間事業収入　B×12カ月
Ｄ：国の持続化給付金額（法人上限200万円、個人上限100万円）
Ｅ：最終2020年想定年間事業収入　Ｃ＋Ｄ

※減少率の計算方法

法人・個人事業者共通法人・個人事業者共通

　町内の飲食店などが感染拡大防止
および売り上げの回復を目的として
テイクアウトやデリバリーを実施し
ている場合の費用を補助します。

甘楽町飲食店等テイクアウト・甘楽町飲食店等テイクアウト・
デリバリー支援事業デリバリー支援事業

令和３年１月29日（金）

申請期限申請期限

新

（例）2019年9月 2020年9月

事業収入事業収入
20％以上20％以上
減少減少

　町内で事業を営む個人事業主・法人で、食品
衛生法または県食品衛生条例の許可を得た飲食
店など（フランチャイズ事業は除く）

対象者対象者

■ 問い合わせ　産業課商工観光係　内線413
　　　　　　　 kankou@town.kanra.lg.jp

補助金額・対象期間・申請期限補助金額・対象期間・申請期限

・ マスク、消毒液、容器、手袋、体温計、アク
リル板、ビニールシートなどの購入費用
・ 感染防止対策啓発のための印刷物や物品の製
作・購入費用
・ テレワーク導入に伴う設備や物品などの購入
費用
・上記設備などの設置に係る工事費用
・ そのほか感染拡大防止対策と認められる費用

対象費用対象費用

・ チラシ、のぼり旗、掲示板、テイクアウト用容
器などの購入費用、ホームページ制作・更新費
用
・ デリバリーに伴う燃料費、車両の減価償却費
・ そのほかテイクアウト・デリバリーに要すると
認められる費用

対象費用対象費用

①申請書兼請求書  ②領収書のコピー  ③テイクア
ウト・デリバリーの実施状況写真  ④通帳のコピー

必要書類必要書類
①申請書兼請求書  ②領収書のコピー
③対策状況のわかる写真  ④通帳のコピー

必要書類必要書類

 10万円（上限） ※１事業者１回限りの申請
・ 令和２年４月１日～12月31日の間に支出し
た費用の全額
・申請期限　令和３年１月29日（金）

補助金額・対象期間・申請期限補助金額・対象期間・申請期限

未使用マスクの寄付未使用マスクの寄付
ありがとうございましたありがとうございました

皆さまの善意に心より感謝申し上げます。
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　町内事業所（法人・個人）が感染
拡大防止対策を図るために物品を購
入・設置した費用やテレワーク導入に
かかる費用を補助します。

対象者対象者
・町内に事業所を有する個人事業主
・町内に本社または営業所を有する法人
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年 月 日

兆 十億 百万
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申 告 区 分

庁 指 定 局指定 指導等 区 分通信日付印 確認印

年 月 日

翌年以降
送付要否
税理士法第30条
の 書 面 提 出 有

税理士法第33条
の２の書面提出有

適用額明細書
提出の有無

法
人
税

地 方
法人税

期限後 修 正 修 正期限後

要 否 無有

有 有

事業年度分の法人税 申告書
申告書課税事業年度分の地方法人税

中 間中 間

年 月 日
年 月 日

年 月 日

年 月 日

令和 年 月 日
税務署長殿
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務 付
税 印

納税地
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（フリガナ）

（フリガナ）
代 表 者
記名押印
代表者
住 所

電話（ ） －

○印

法人番号

十億 百万 千 円

１

控 除 税 額

差引所得に対する法人税額

法 人 税 額 計

同上に対する税額

課 税 留 保 金 額

同上に対する税額

課税土地譲渡利益金額

差 引 法 人 税 額

所得金額又は欠損金額

法 人 税 額

（２）－（３）

（22）＋（23）＋（24）

（４）＋（５）＋（７）＋（９）

（10）－（11）－（12）－（13）

（別表三 「４」）（一）

（別表三 「８」）（一）

（別表三（二）「24」＋別表三
（二の二）「25」＋別表三（三）「20」）

差引確定
法人税額
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連結納税の承認を取り消された
場合等における既に控除された
法人税額の特別控除額の加算額

剰 余 金 ・ 利 益 の 配 当
（剰余金の分配）の金額

十億 百万 千 円

控除しきれなかった金額

控 除 し た 金 額
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計
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所得税額等の還付金額

中 間 納 付 額
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告
に
よ
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付
金
額

（15）－（14）

（別表三 「27」）（二）

（別表三 「28」）（二の二）

同 上
（別表三 「23」）（三）
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あ
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こ
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が
修
正

欠損金又は災害損失金等の当期控除額
（別表七 「４の計」＋（別表七 「９」（一） （二）
若しくは「21」又は別表七 「10」））（三）

翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金
（別表七 「5の合計」）（一）
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課税留保金額に
対する法人税額

課税標準法人税額

（59）

地 方 法 人 税 額
（58）

所 得 地 方 法 人 税 額
（36）＋（37）

差 引 地 方 法 人 税 額
（38）－（39）－（40）－（41）

外 国 税 額 の 控 除 額
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申
告
で
あ
る
場
合

こ
の
申
告
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この申告による還付金額

この申告により納付
すべき地方法人税額
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口座
番号

※税務署処理欄

預金

ゆうちょ銀行の
貯金記号番号

郵便局名等
本店･支店
出 張 所
本所･支所

銀 行
金庫･組合
農協･漁協

年 月 日残余財産の最
後の分配又は
引渡しの日

年 月 日
決算確定の日

０
０

０ ０

０ ０

基
準
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人
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額
の
計
算

課
税
標
準
法
人 （33）＋（34）

差引確定
地方法人税額
（42）－（43）（ ）中間申告の場合はその

税額とし､マイナスの
場合は､（45）へ記入

０ ０

課税標準法人税額

所 得 の 金 額 に
対する法人税額

（９）

（4）＋（5）＋（7）＋（10の外書）

課税留保金額に係る地方法人税額

この 申 告 により納 付
すべき法人税額又は
減少する還付請求税額

（65）

（43）－（42）

所得の金額に
対する法人税額

（68）
課税留保金額に
対する法人税額

（69）

（70）

（74） ０ ０
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外

（別表四「47の 」）①

この申告前の所得
金額又は欠損金額

（60）

０ ０ ０
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０ ０

中間申告分の法人税額
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中間申告分の地方法人税額

（別表六 「6の③」）（一）
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０ ０
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（別表六 「20」）（二）

（別表六 「50」）（二）

特 定
同族会社 非同族会社

事業種目

同族会社同非区分

非中小法人
円期末現在の資本金の

額又は出資金の額
同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人に該当しないもの

左記以外の公益法人
等、協同組合等又は
特 定 の 医 療 法 人

仮装経理に基づく過大申告の
更正に伴う控除法人税額

（（（10）（11）（12））と（19）のうち少ない金額）－ －

仮装経理に基づく過大申告の
更正に伴う控除地方法人税額

法人税額の特別控除額
（別表六 「４」）（六）
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（25）＋（26）＋（27）

欠損金の繰戻しに
よる還付請求税額

計

27

28

外

外

43

法人区分
普通法人（特定の医療法
人を除く｡）一般社団法
人等､みなし公益法人等
又は人格のない社団等

分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等
に係る控除対象所得税額等相当額の控除額
（別表六 「7」＋別表十七 「3」）（五の二） （三の十二）
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16 32

42

平成・令和

平成・令和 （ ）中間申告の場合
の 計 算 期 間

平成･令和
平成･令和

平成･令和 平成･令和

（53）＋（54）＋（55）

分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等
に係る控除対象所得税額等相当額の控除額
（（（別表六（五の二）「8」）＋（別表十七（三の十二）
「 4 」））と（ 3 8 ）の う ち 少 な い 金 額 ）

青色申告

法OCR入力用 ・この用紙はとじこまないでください｡
・この用紙は機械で読み取ります。折ったり汚したりしないでください｡

① 申請書兼
　請求書

② 2019年（度）確定申告書第一表の控え
　（収受印のあるもの）と（１）（２）の書類

③ 対象月の月間事業収入
がわかるもの（売上台帳、
帳面など）

④ 申請者本人名義の通帳
（口座情報）のコピー

個人事業者のみ個人事業者のみ
⑤ 本人確認書類（運転免許証、
　マイナンバーカードなど）のコピー

群馬県甘楽郡甘楽町大字○○△△番地

甘楽町長

 （２）青色申告の場合は
所得税青色申告
決算書の控え

 （１） 法人の場合は
法人事業概況説明書

申請書は役場・にこにこ甘楽の窓口
に用意しています。町ホームページ
からもダウンロードできます→

＋＋

ですすすすすすすすす象ですすすすすすすす

必要書類必要書類

（小数点以下切り捨て）
前年同月の月間事業収入－B
前年同月の月間事業収入

×100

　役場などに設置したマスクのポストには８月20日現在、
846枚（不織布マスク452枚、布マスク394枚）の未使用
マスクが寄付されました。
　寄付していただいた不織布マスクは、赤ちゃんが誕生
した家庭に７月から配付し、活用していただいています。

町政の動き

2広報かんら／2020.9.1 2広報かんら／2020.9.13


